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令和４年度の
消費生活相談の状況
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県内相談件数の推移

・令和４年度の消費生活相談は、前年比約３％増加
・平成30年度をピークに減少傾向にあったが、令和４年度は増加
・化粧品、健康食品の定期購入トラブルが急増
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うち定期購入トラブル
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県内相談件数の推移

4,181件 4,528件 4,489件 4,360件 3,897件 3,895件 4,057件 3,767件 3,928件 3,394件 3,337件

7,940件 9,313件 9,460件 8,977件 8,680件 9,809件 11,041件 9,649件 9,432件 8,519件 8,947件

12,121件

13,841件 13,949件
13,337件

12,577件
13,704件

15,098件

13,416件 13,360件

11,913件 12,284件

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
（年度）県窓口 市町窓口

県窓口への相談は約３割、市町窓口への相談は約7割

県内相談件数の推移 12,000～15,000件で推移

H30架空請求
ハガキのピーク
全相談の1/4

R2新型コロナ関連
相談急増1,120件

R4ネット通販トラブル
過去最高水準

2,294件
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若者(29歳以下）

10%

30歳～64歳

42%

高齢者
(65歳以上）

33%

不明

15%

年齢別相談件数の割合(令和4年度）
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年齢別相談割合の
人口構成比との比較(令和４年度）

県内の人口構成
比と比較すると、

50歳代以上の
年齢層からの相
談割合が高くなっ
ている。

年齢層 相談割合
人口構成比※

（滋賀県）

20歳未満 2.1% 18.5%

20歳代 8.1% 10.2%

30歳代 8.5% 11.0%

40歳代 11.8% 14.4%

50歳代 14.6% 12.9%

60歳代 14.2% 11.5%

70歳代 17.0% 12.2%

80歳以上 8.8% 8.3%

不明 14.8% 1.0%
※出典：令和4年10月1日現在「滋賀県推計人口年報」

（滋賀県統計課HP）
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商品・サービス別相談状況(令和４年度）

順位 件　数

1 924
⇒前年度比1.9倍に急増。通信販売の
　定期購入トラブルが目立つ。

2 367
⇒化粧品と同様、通信販売の定期購入
　トラブルが目立つ。

3 333

4 329

5 324

6 318
⇒アダルトサイトのワンクリック請求、
　音楽・映像配信サービスのサブスクなど

7 274
⇒ネット回線の契約トラブルなど

8 243

9 240
⇒スマホの契約トラブルなど

10 227
⇒クレジットカードの不審な請求など

令　和　４　年　度

商品・サービス名

化粧品

健康食品

工事・建築

移動通信サービス

金融関連サービス

フリーローン・サラ金

賃貸住宅

娯楽等情報配信サービス

光回線・プロバイダ関連サービス

自動車
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定期購入トラブルが急増

• 定期購入に関する相談は前年度比1.9倍
• 「いつでも解約可能」「定期縛りなし」と

表示があっても「解約できない」ケース多数

• 令和４年６月の規制強化後も増加

120件
322件 371件 197件 782件

79件

186件
194件

341件

238件

4件

13件 7件

14件

203件

508件
578件 545件

1,034件

H30 R1 R2 R3 R4

（年度）化粧品 健康食品 飲料
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定期購入トラブルの相談者年齢別内訳

56件

34件
45件

79件

105件 103件

62件

33件34件 29件

49件

158件

239件

216件

176件

58件

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

令和３年度 令和４年度

• 40歳代以上の中高年からの相談が急増
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インターネット通販に関する相談の推移

• インターネット通販のトラブルは、2,294件。新型コ
ロナウイルスの影響で相談が急増した令和２年度と同
じく過去最高水準に。

• 「商品が届かない」「業者と連絡がとれない」と

いう相談が約４割。

362件 522件
901件 757件

958件
571件

1,011件

1,389件

1,058件

1,336件

933件

1,533件

2,290件

1,815件

2,294件

H30 R1 R2 R3 R4

（年度）うち商品未着・連絡不能

1.3倍1.3倍
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若者(29歳以下）の消費生活相談の推移

・29歳以下の若者相談件数はやや増加
・成年年齢引き下げ後の18歳、19歳の相談件数は減少

1,027件

1,388件 1,420件

1,212件1,253件

6.8%

10.3%
10.6% 10.2% 10.2%
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10%

15%

20%

0件

200件
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800件

1,000件

1,200件

1,400件

1,600件

H30 R1 R2 R3 R4

若者の相談件数の推移

若者の相談件数 若者の相談割合

（年度）

40件

75件 65件 66件 61件

65件

102件
107件

73件
58件

105件

177件 172件

139件

119件

H30 R1 R2 R3 R4

18歳、19歳の相談件数

18歳 19歳

（年度）

令和４年4月1日
から成年年齢が
18歳に引き下げ
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若者の消費生活相談状況（R4年度）

26件 19件 13件
26件

97件42件
36件

23件

42件

118件

H30 R1 R2 R3 R4

（年度）

理美容に関する相談件数

うち脱毛エステ

脱毛エステに
関する相談が
約４倍に！

３年度

商品・サービス名 件数 件数

理美容 118 42

内職・副業 70 76

インターネットゲーム 56 54

化粧品 54 66

賃貸住宅 53 54

フリーローン・サラ金 45 51

娯楽等情報配信サービス 42 55

令　和　４　年　度
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高齢者の消費生活相談の推移

• 65歳以上の高齢者の相談件数は、4,000件前後で推移して
いるが、インターネット通販に関する相談が急増！

5,573件

4,477件
4,104件

3,791件
4,003件

H30 R1 R2 R3 R4

高齢者の相談件数の推移

（年度）

248件 234件

387件

105件 71件

121件

12件
8件

21件

365件
313件

529件

R2 R3 R4

インターネット通販に関する相談件数

65歳～74歳 75歳～84歳 85歳以上
（年度）

1.7倍
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高齢者の消費生活相談（R４年度）

・年齢が高くなるにつれ、「訪問販売」や「電話勧誘販売」
によるトラブルが増加する傾向

9.0%

12.2%

訪問販売

17.4%

4.3%

5.7%

電話勧誘販売

6.4%

37.9%

26.1%

通信販売

24.3%

15.9%

15.4%

店舗購入

14.3%

32.9%

40.6%

その他

37.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65歳～74歳

75歳～84歳

85歳以上

訪問販売 電話勧誘販売 通信販売 店舗購入 その他
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SNS関連の消費生活相談がさらに増加

12件 17件 50件 54件
125件

206件

317件

534件

686件

887件

H30 R1 R2 R3 R4 年度
うち高齢者（65歳以上）

高齢者の
相談件数が
2.3倍

• SNS上の広告やSNS上で知り合った相手からの誘いが
きっかけとなるトラブルが増加

• 65歳以上の高齢者からのSNS関連の
相談件数が2.3倍に
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令和5年度上半期の
消費生活相談の状況
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県内相談件数の推移

6,487件 7,071件
5,854件 6,116件 5,997件

6,929件 6,289件
6,059件 6,168件

13,416件 13,360件
11,913件 12,284件

5,997件

R1 R2 R3 R4 R5上半期

うち上半期 （年度）

• 令和５年上半期の消費生活相談は、5,997件（前年同期
比119件減少）

前年同期比
約２％減少
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訪問購入に関する相談が1.5倍に

30件 26件

40件
29件

39件

51件

38件

55件

46件

69件

R1上半期 R2上半期 R3上半期 R4上半期 R5上半期

うち高齢者（65歳以上）

1.５倍

（年度）

• 訪問購入に関する相談は 69 件で、前年同期比23件増加。

• 高齢者からの相談が約半数
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内職・副業に関する相談が高水準で推移

34件
19件

86件
71件 80件22件 39件

89件

64件

56件 58件

175件

135件

80件

R1 R2 R3 R4 R5上半期

うち上半期 （年度）

• 内職・副業に関する相談件数は 80 件で、令和３年度以
降高水準が続く
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内職・副業に関する相談状況（R5上半期）

年齢層 男性 女性 計

20歳未満 5件 1件 6件

20歳代 6件 19件 25件

30歳代 2件 7件 9件

40歳代 5件 9件 14件

50歳代 6件 5件 11件

60歳代 5件 1件 6件

70歳代 0件 3件 3件

80歳以上 0件 0件 0件

（注）表中の件数以外に、年齢層、性別のいずれか、またはその両方

が不明の相談が6件ある。

420千円

536千円

306千円

380千円

673千円

R1 R2 R3 R4 R5上半期

1.８倍

（年度）

内職・副業に関する年齢別・性別相談件数 内職・副業に関する平均既支払額

• 20歳代女性からの相談が２割超を占めている。
• 平均既支払額が1.8倍に高額化
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SNS関連の相談がさらに増加

138件
253件 327件 366件 409件179件

281件

359件

521件

317件

534件

686件

887件

409件

R1 R2 R3 R4 R5上半期

うち上半期 （年度）

• SNSに関する相談件数は 409件で、前年同期比43件増加
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SNS関連の相談状況（R5上半期）

４年度

上半期

順位 商品・サービス名 件 数 件 数

1 化粧品 69 77 　
2 内職・副業 47 35

3 健康食品 39 15

4 金融関連サービス 25 14

5 教室・講座 15 9

5 紳士・婦人洋服 15 15

令和５年度上半期

SNS関連で多い相談

⇒SNS上の広告をきっかけとする

化粧品・健康食品の定期購入トラ

ブルが依然として多い

⇒SNSで知り合った人から誘われ

た投資等のトラブルが増加

21



「SNSをきっかけとした
消費生活トラブル１１０番」を実施

・ＳＮＳをきっかけとした
消費生活トラブルが増加し
ていることを受け、被害救
済・拡大防止と注意喚起を
目的に実施

・12月1日(金)～1月31日
(水)まで実施中

・受付期間終了後、相談状
況を集計し、相談事例など
を公表することでさらに注
意喚起を図る
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滋賀県消費生活センターの概要
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滋賀県消費生活センターの概要(令和5年度）

名称 滋賀県消費生活センター
所在地 彦根市元町４番１号

開所日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

執務時間 午前８時３０分～午後５時１５分

相談時間 午前９時１５分～午後４時

業務概要

●消費生活相談(インターネットでも受付）
●消費者教育・啓発
●事業者指導
●市町相談窓口の支援、人材育成、関係機関との連携

体制
(16名）

＜事務職員＞ ５名
＜会計年度任用職員（週４日31時間勤務）＞

消費生活相談員 ９名
うち６名を指定消費生活相談員に指定(令和５年度～）

消費者教育支援員 １名
不正商取引専門検査員 １名
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インターネット消費生活相談の利用状況(R4年度）

平成２９年度から滋賀県消費生活センターで実施。

年々利用が増加し、令和４年度の相談件数は75件（県センターの相談件数
3,337件中2.2％）

1.3%

0.7%

21.3%

7.3%

16.0%

9.6%

28.0%

16.2%

20.0%

21.7%

6.7%

16.9%

4.0%

22.1%

2.7%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

インターネット相談

（県センターで実施）

75件

県センターの全相談

3,337件

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明

50歳代以下の現役世代か
らの相談が86.6％
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「指定消費生活相談員」による
中核センターとしての機能強化

指定消費生活相談員とは(消費者安全法第10条の４）

【背景】

• 居住地に関わらず、質の高い消費生活相談を受けられるよ
う、消費生活相談員の質の一層の向上が必要。

⇒十分な知識・経験を持つ都道府県の消費生活相談員によ
る市町村支援を行う体制を確立するため、「指定消費生
活相談員」の指定が都道府県の努力義務とされている。

【指定消費生活相談員の役割】

• 市町村の行う消費生活相談及びあっせんに関し、「助言、
協力、情報の提供、その他の援助」を行う。

イメージ図出典：消費者庁HP

市町への巡回訪問、消費生活相談の共同処理などを通じて
県全体の消費生活消費生活相談のレベルアップ
消費生活相談員の人材育成を図る
関係機関との連携を強化し、被害防止・見守り力の向上
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